
令
和
７
年
度
　
九
州
農
政
局
農
業
農
村
整
備
事
業
等
事
後
評
価
技
術
検
討
会
（
国
営
事
業
）
（
第
１
回
）
　
委
員
か
ら
の
質
問
・
意
見
及
び
回
答
総
括
　
　
【
筑
後
川
下
流
地
区
】

番 号
委
員
名

備
考

・ ・

　
災
害
防
止
効
果
の
年
効
果
額
は
農
地
被
害
（
湛
水
）

と
農
地
被
害
（
地
沈
）
と
あ
る
が
、
別
々
の
シ
ュ
ミ
レ
ー

シ
ョ
ン
で
分
け
て
算
定
し
た
か
。

　
ま
た
、
湛
水
効
果
は
、
p
1
0
に
記
載
の
あ
る
田
面
下
１

m
に
管
理
し
た
こ
と
に
よ
る
効
果
か
。

・ ・ ・

　
地
盤
沈
下
軽
減
効
果
は
、
地
盤
沈
下
に
よ
る
建
物
、
耕
地
、
水
路
、
道
路
の
被
害
に
対
す
る
復
旧
費

(盛
土
）
を
基
に
被
害
額
を
算
定
し
て
お
り
、
ク
リ
ー
ク
の
排
水
機
能
が
発
揮
で
き
な
い
状
況
に
お
け
る
湛

水
被
害
額
と
は
異
な
る
被
害
を
算
定
し
て
い
る
。

　
評
価
書
p
6
、
7
の
災
害
防
止
効
果
で
は
地
盤
沈
下
の
み
を
記
載
し
て
い
る
の
は
、
本
項
目
が
効
果
の

要
因
の
変
化
を
整
理
す
る
項
目
の
た
め
、
事
業
計
画
に
て
算
定
さ
れ
て
い
な
い
湛
水
被
害
防
止
効
果

に
つ
い
て
は
、
記
載
を
し
て
い
な
い
。
（
効
果
の
発
現
の
項
目
に
て
整
理
し
て
い
る
。
）

　
別
紙
に
算
定
概
要
を
整
理

・
　
評
価
時
点
の
単
価
と
計
画
時
点
の
単
価
を
比
べ
る

と
、
水
稲
、
小
麦
、
大
麦
等
か
な
り
低
下
し
て
い
る
が

要
因
は
何
か
。

・ ・ ・

　
大
豆
に
は
麦
類
と
同
様
に
生
産
費
と
販
売
価
格
の
差
を
踏
ま
え
た
交
付
金
が
助
成
さ
れ
て
い
る
が
、

水
稲
は
こ
う
し
た
交
付
金
の
助
成
は
な
い
。

　
大
豆
も
麦
類
と
同
様
に
単
価
の
比
較
分
析
の
対
象
か
ら
は
除
く
旨
記
載
す
る
。

　
別
紙
に
単
価
の
概
要
を
整
理

・
　
計
画
時
点
で
は
、
生
産
額
に
交
付
金
が
含
ま
れ
、
評

価
時
点
で
は
交
付
金
が
含
ま
れ
な
い
が
、
効
果
算
定

の
結
果
に
お
い
て
差
が
見
え
る
か
。

・ ・

　
算
定
手
法
が
変
更
さ
れ
、
単
価
の
取
扱
い
も
交
付
金
を
除
く
取
扱
い
と
さ
れ
た
。
交
付
金
を
除
い
た
単

価
で
算
定
す
る
に
あ
た
り
、
作
物
純
益
率
も
併
せ
て
交
付
金
抜
き
の
生
産
費
に
よ
り
設
定
さ
れ
て
お
り
、

交
付
金
を
含
め
な
い
場
合
の
生
産
性
は
連
動
し
て
効
果
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
調
整
さ
れ
て
い
る
。

　
別
紙
に
よ
り
説
明

・ ・
　
評
価
時
点
で
は
、
交
付
金
が
あ
る
の
か
。

　
交
付
金
の
有
無
に
よ
り
生
産
額
の
比
較
が
で
き
な
い

の
か
。

・
　
評
価
時
点
に
お
い
て
も
補
助
金
が
あ
る
が
、
効
果
算
定
に
お
い
て
は
、
補
助
金
を
除
い
た
農
家
手
取

に
よ
り
算
定
し
て
い
る
。

・ ・
　
２
段
落
目
の
し
か
し
は
不
要
で
は
な
い
か
。

　
４
段
落
目
の
文
章
で
１
文
に
「
よ
り
」
が
２
回
あ
る
。
最

初
を
「
関
連
事
業
と
し
て
」
と
記
載
し
て
は
ど
う
か
。

・
　
事
業
目
的
に
つ
い
て
修
文
す
る
。
関
連
事
業
「
と
し
て
」
と
す
る
と
、
他
の
用
途
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る

た
め
「
関
連
事
業
「
に
お
い
て
」
と
す
る
。

・
　
総
合
評
価
に
担
い
手
及
び
女
性
の
活
躍
の
記
載
が

見
ら
れ
な
い
。
ス
マ
ー
ト
農
業
が
推
進
さ
れ
れ
ば
、
女

性
や
若
者
が
増
え
る
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
記
述
が
あ

れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
。

・
　
別
紙
の
と
お
り
、
受
益
地
内
に
事
例
が
あ
る
。
担
い
手
に
つ
い
て
は
、
評
価
書
に
記
載
す
る
。

第
1
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技
術
検
討
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質
問
・
意
見

第
２
回
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術
検
討
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に
お
け
る
回
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四角形





 

 

（答） 

  米・麦については、改正食糧法の施行（平成 16 年４月）に伴う米の政府買入価格

の廃止（平成 16 年度以降全量入札制度へ移行）や麦の全量民間流通への移行によっ

て平成 17 年度以降の価格（評価時点）については、地域ごとに設定することとする

ため単価が異なる。 

  

【生産額】 

 国営かんがい排水事業 筑後川下流地区            （単位：千円/t） 

 計画時点※１ 

（平成 17年） 

評価時点（令和６年） 

生産額※２ 交付金※３ 合計 

小麦（福岡） 187 38 115 153 

小麦（佐賀） 118 23 115 138 

大麦（福岡） 179 30 114 144 

大麦（佐賀） 179 114 －※４ 114 

大豆（福岡） 262 170 176 346 

大豆（佐賀） 263 167 176 342 

 ※１ 計画時点の単価は農村物価統計５ヵ年平均（平成７～11 年） 

※２ 評価時点の単価は JA 聞き取り結果５ヵ年平均（最近５ヵ年） 

※３ 畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）の交付単価（令和５年度～令和７年度）の平均 

※４ 大麦（佐賀）はビール麦のため、交付対象外 

 

 国営総合農地防災事業 筑後川下流左岸地区          （単位：千円/t） 

 計画時点※１ 

（平成 19年） 

評価時点（令和６年） 

生産額※２ 交付金※３ 合計 

小麦 175 38 115 153 

大麦 177 30 114 144 

大豆 275 170 176 346 

 ※１ 単価は農村物価統計５ヵ年平均（平成 13～17 年） 

※２ 評価時点の単価は JA 聞き取り結果５ヵ年平均（最近５ヵ年） 

※３ 畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）の交付単価（令和５年度～令和７年度）の平均 

 

（参考） 

 水田における「直接支払交付金（ゲタ対策）」は、諸外国との生産条件の格差により不利があ

る国産農産物の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」

の差額分を交付する制度です。 

※ 麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね等が対象。ビール麦は対象外。 

問 評価時点の単価と計画時点の単価を比べると、水稲、小麦、大麦等かなり低下し

ているが要因は何か。 
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（参考） 麦類の価格の動向（全国平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：農業物価統計調査） 

 

（参考） 麦類の価格の動向（全国平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：農業物価統計調査） 
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畑作物の直接支払交付金
（ゲタ対策）の交付単価

数量払 ※免税事業者向け単価申請者は確定申告書等の提出が必要です。

令和５年産
～７年産

品質区分（等級） １等又は１等相当 ２等又は２等相当

ランク Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

パン・中華麺用品種
（円/60kg）

課税事業者向け単価 7,860 7,360 7,210 7,150 6,700 6,200 6,050 5,990

免税事業者向け単価 8,270 7,770 7,620 7,560 7,110 6,610 6,460 6,400

上記以外
（円/60kg）

課税事業者向け単価 5,560 5,060 4,910 4,850 4,400 3,900 3,750 3,690

免税事業者向け単価 5,970 5,470 5,320 5,260 4,810 4,310 4,160 4,100

品質区分（等級） １等又は１等相当 ２等又は２等相当

ランク Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

二条大麦
（円/50kg）

課税事業者向け単価 5,870 5,450 5,330 5,280 5,010 4,590 4,460 4,410

免税事業者向け単価 6,220 5,800 5,680 5,630 5,360 4,940 4,810 4,760

六条大麦
（円/50kg）

課税事業者向け単価 5,210 4,790 4,660 4,610 4,180 3,760 3,640 3,590

免税事業者向け単価 5,510 5,090 4,960 4,910 4,480 4,060 3,940 3,890

はだか麦
（円/60kg）

課税事業者向け単価 9,220 8,720 8,570 8,480 7,650 7,150 7,000 6,920

免税事業者向け単価 9,750 9,250 9,100 9,010 8,180 7,680 7,530 7,450

糖度：てん菜の重量に対するしょ糖の含有量 でん粉含有率：ばれいしょの重量に対するでん粉の含有量

大豆

てん菜 でん粉原料用ばれいしょ

等級：被害粒の割合や粒揃いの違いで区分
特定加工用：豆腐・油揚、しょうゆ、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用する大豆

そば なたね

等級：容積重の違いや被害粒の割合で区分

品質区分
（等級）

１等又は
１等相当

２等又は
２等相当

そば
（円/45kg）

課税事業者向け単価 17,180 15,070

免税事業者向け単価 18,010 15,900

品質区分
（品種）

キザキノナタネ
キラリボシ
ナナシキブ
きらきら銀河

ペノカのしずく

その他の
品種

なたね
（円/60kg）

課税事業者向け単価 7,720 6,980

免税事業者向け単価 8,140 7,400

品質区分
（糖度）

16.6度(＋0.1度
ごと)

(▲0.1度
ごと)

てん菜
（円/t）

課税事業者向け単価 ＋62円 5,070 ▲62円

免税事業者向け単価 ＋62円 5,290 ▲62円

品質区分
（でん粉含有率）

19.6％(＋0.1％
ごと)

(▲0.1％
ごと)

でん粉原料用
ばれいしょ
（円/t）

課税事業者向け単価 ＋64円 14,280 ▲64円

免税事業者向け単価 ＋64円 15,180 ▲64円

品質区分
（等級）

１等又は
１等相当

２等又は
２等相当

３等又は
３等相当

普通大豆
（円/60kg）

課税事業者向け単価 10,360 9,670 8,990

免税事業者向け単価 10,770 10,080 9,400

品質区分
（等級）

合格又は
合格相当

特定加工用
大豆

（円/60kg）

課税事業者向け単価 8,310

免税事業者向け単価 8,720

大麦・はだか麦

等級：被害粒の割合や粒揃いの違いで区分
Ａ～Ｄランク：白度やたんぱく質の含有率等の違いで区分

小麦

等級：被害粒の割合や粒揃いの違いで区分
Ａ～Ｄランク：たんぱく質の含有率等の違いで区分

3


四角形



 

（答） 

  麦・大豆等の直接支払交付金等のような助成金制度は、水田を水稲以外の戦略作物に転換す

る場合に支払われる交付金制度であり、水稲（主食米）に対する交付金制度はありません。 

「（名称）水田活用の直接支払交付金」 

  全国の米価格の推移では、平成５年産をピークに低下してきており、本地区の米価格は全国

より若干低めであるが同様に低下している。 

 

【生産額】 

 国営かんがい排水事業 筑後川下流地区            （単位：千円/t） 

 計画時点※１ 

（平成 17年） 

評価時点（令和６年） 

生産額※２ 交付金 合計 

水稲（福岡） 296 226 － 226 

水稲（佐賀） 297 226 － 226 

※１ 計画時点の単価は農村物価統計５ヵ年平均（平成７～11 年） 

※２ 評価時点の単価は JA 聞き取り結果５ヵ年平均（最近５ヵ年） 

 

国営総合農地防災事業 筑後川下流左岸地区          （単位：千円/t） 

 計画時点※１ 

（平成 19年） 

評価時点（令和６年） 

生産額※２ 交付金 合計 

水稲 281 226 － 226 

※１ 単価は農村物価統計５ヵ年平均（平成 13～17 年） 

※２ 評価時点の単価は JA 聞き取り結果５ヵ年平均（最近５ヵ年） 

 

（参考）主食用米の価格の動向（全国平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 水稲の作物単価の差の理由  

主食用米の価格の動向（全国：円／㎏）
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問 麦・大豆等は計画時点では、生産額に交付金が含まれ、評価時点では交付金が含まれない

が、効果算定において差が見えるか。 

（答） 

  事業計画においては投資効率方式（旧手法：～H18 まで）を適用しており、現在は総費用総

便益比方式（新手法：H19～）にて効果の計測を行っている。 

 

  新手法において作物単価は、経営所得安定対策等により助成される作物毎の交付金につい

ては、その交付金額を除いた単価にて算定する様に見直しが行われている。 

 

  併せて、作物生産効果の算定に必要な作物の生産費等を基に設定する「作物別純益率」につ

いても、交付金を除いた単価で設定されており、低下する単価とそれによる生産性は連動して

効果算定に反映されるように調整されている。 

   

  なお、交付金を抜いた場合の麦、大豆の作付け増減にかかる純益率はマイナスとなるが、実

態としては交付金を含めて経営が成り立つ側面があることから、マイナスではなく「－（ゼロ）」

として取り扱っている。 
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問 災害防止効果の年効果額は農地被害（湛水）と農地被害（地沈）とあるが、別々のシュミレ

ーションで分けて算定したか。（資料は一括して整理したのみか。） 

また、湛水効果は、p10 に記載のある田面下１mに管理したことによる効果か。 

（答） 

  筑後川下流地区における「災害防止効果」は、内訳として「湛水被害防止効果」に係る分と「地

盤沈下軽減効果」に係る分を個別に算定しており、効果の説明資料中においては「災害防止効果」

として一括掲載をしているものである。 

 

  資料への掲載に当たり、それぞれの効果額を合算すると算定内容が不明になるため、「農地被害

（湛水）」と「農地被害（地沈）」として区分したものである。 

 

  また、湛水被害防止効果については、事業実施前のクリーク満水位による管理の場合の湛水被

害と事業実施後の田面下１m 管理時における湛水被害の差をもって、被害の軽減を計測している

ものである。 
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問 筑後川下流地区の災害防止効果（地盤沈下軽減効果）の被害額の算定方法は 

（答） 

  筑後川下流地区の受益のうち、嘉瀬川ダムを水源として農業用水を配水する区域を対象に、地

下水から地表水への水源切替に伴う地盤沈下の抑制効果を計測している。 

  本効果は、地下水汲み上げによって地盤沈下が発生すると被害を受ける家屋、耕地、道路、水路

を対象に被害額（構造物の破損の改修、敷地等のかさ上げ等の復旧費用）を算定している。 

  

 （算定の諸元） 

  ○地盤沈下量：「地盤沈下の概況（佐賀県）」における昭和 46年以降の調査実績 

         （転換以前：転換が図られる以前の 30年間分、転換以降：実績から 0㎝） 

  ○評価の範囲：地下水から嘉瀬川ダムへの水源転換による受益範囲 

  ○対象資産 ：家屋、耕地、道路、水路 

  ○被 害 額：家屋･･･地盤沈下対策住宅嵩上げ事業における家屋改修費 

         耕地、道路、水路･･･沈下により最低 30㎝嵩上げに係る経費 

 

 

 

 

 

 

 

 （算定の考え方） 

  ○事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）と事業を実施した場合（事業ありせば）におけ

る地盤沈下による被害額の差を年効果額として算定した。 

 

 （年効果額の算定）                           （単位：千円） 

項目 
農業関係資産 一般資産 公共資産 

計 
農地 水路 家屋 河川 道路 

事業なかり

せば被害額 
1,341,316 301,818 5,466 579,558 3,721,999 5,950,157 

事業ありせ

ば被害額 
18,688 4,141 － 8,101 51,653 82,583 

年効果額 1,322,628 297,677 5,466 571,457 4,241,803 5,867,574 
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問 総合評価に担い手及び女性の活躍の記載が見られない。スマート農業が推進されれば、女性

や若者が増えると思う。そのような記述があれば良いのではないか。 

（答） 

  本地区は福岡県から佐賀県に跨る広大な筑紫平野にあるため、地区内の各市町において担い手

の確保の取り組みや農業に携わる女性の活動事例は多数ある。 

  しかし、地区が広大なこともあり、代表的な事例や全ての事例を網羅してご紹介することは、

個別事例のため控えていた。 

 

  改めて紹介すると、評価基礎資料に掲載の営農事例からはいちご栽培に取組む女性農業者の事

例や、地区内で農業に携わる女性が繋がる「農業女子グループ」の取組などがある。 

 

 【営農事例】 

  ○評価基礎資料より抜粋。 

 

 【農業女子グループ活躍事例】 

  ○佐賀県「カチカチ農業が～る」 

 

  また、スマート農業についても、評価基礎資料に掲載の営農事例から５事例を紹介する。 

 

 【スマート農業の取組事例】 

  ○アスパラガスの潅水制御システム事例（２事例） 

  ○自動運転機械、ドローンを活用する「スマート農業実証コンソーシアム」事例 

  ○ドローン、ＧＰＳ搭載直進システム機能付きトラクター事例 

  ○いちごハウスの自動開閉装置、室温・土壌水分計測事例 
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表 2-28 営農事例５ 
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人 － 女性の活躍 －

『愛情たっぷりのいちごを１年中食べてもらいたい！』

株式会社香月農園 香月 涼子さん（佐賀県神埼市）

香月涼子氏

「いちごミルクプリン」

農園紹介のパンフレットは
折ると「いちご」に！

【取組内容】

香月涼子氏は、専業主婦であったが、いちご農家だった
義父の病気を機に、サラリーマンとして働いていた夫と共
に平成12（2000）年に就農。平成30（2018）年に法人化し
た。20ａのハウスは、高設栽培ではなく土耕栽培を採用し、
美味しさにこだわった「さがほのか」を栽培している。愛
情たっぷりに育てたいちごは、神埼市のふるさと納税返礼
品や市場出荷を行い、また、加工品の製造販売も行ってい
る。
【取組に至った経緯】
愛情たっぷりに育てても、規格外の物は捨てられてしま

う。就農して８年ほどたった頃、「捨てられるいちごをな
んとかうまく活かせないか」、そして「１年中いちごを食
べてもらいたい」と思い、商品開発を始めた。いちごへの
愛が原点である。

【取り組む際に生じた課題と対応】
はじめての商品開発は何もかもが手探りで、試行錯誤の

毎日。農作業、商品開発、家のことと、忙しい様子を見た
友人たちが「私も手伝う！」と声を掛けてくれた。梱包な
ど一つ一つが手作業。平成26（2014）年には加工所を作り、
一緒に働く地元のママ友たちと一年を通して働けるように
なった。

【取組の成果】
商品開発を始めて約３年が経った平成22（2010）年には、

初めての商品「ドライいちご」が完成した。それから「い
ちごゼリー」や「いちごジュレ」、「いちごフロマー
ジュ」などスイーツが続々誕生。いちごを使ったプリンも
登場し、香月さんも委員として活動する「プリン県さが実
行委員会」が発行する「さがプリンマップ」にも掲載され
ている。マップを片手に掲載店を訪れるお客さんもおり、
地域活性化にも貢献している。

【今後の展望】
全国のたくさんの方に「佐賀の香月さんちのいちご畑」

を知ってもらいたいと思っており、県内外での催事やイベ
ントへの出店も積極的に行っている。オンラインショップ
も開設。インスタグラムでも情報発信している。

＊佐賀県内は、江戸時代にオランダや中国から入った砂糖が運ばれた長崎街道（シュ
ガーロード）が通り、当時から各地の文化や風土を取り入れた特殊な菓子文化が栄えた。
こうした背景もあり、農業が盛んな土地柄を活かし、酪農を営んでいる女性の発案で
「佐賀をプリン県に！」という合言葉のもと、令和２(2020)年秋に「プリン県さが実行
委員会」が発足。令和５(2023)年には県内57店のオリジナルプリンを掲載した「第２弾
さがプリンマップ」が発行された。

か    つき か    つき         りょう    こ

＊

かん  ざき    し
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表 2-19 スマート農業導入事例（福岡県大川市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-20 スマート農業導入事例（佐賀県神埼市） 
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表 2-21 スマート農業導入事例（佐賀県白石町） 
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表 2-31 営農事例８ 
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表 2-32 営農事例９ 
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